
議案２３－１ 

第２３号議案 

 

久留米市体育施設条例の一部を改正する条例に係る意見の申出に

ついて 

 

上記の議案を提出する。 

平成２８年５月２３日 

教育長  堤  正則 

 

提案理由 

久留米市体育施設条例の一部を改正する条例について、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の

規定に基づき、市長から意見を求められたものである。 



議案２３－２ 

久留米市体育施設条例の一部を改正する条例 

 

久留米市体育施設条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり

市議会に提出することに同意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議案２３－３ 

第  号議案 

 

久留米市体育施設条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

平成２８年 月   日  

久留米市長 楢  原  利  則 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定

により、久留米市善導寺公園相撲場ほか８施設の管理を指定管理者に行

わせるため、条例の一部を改正しようとするものである。 



 

議案２３－４ 

久留米市体育施設条例の一部を改正する条例 

 

久留米市体育施設条例（昭和４１年久留米市条例第１１号）の一部を

次のように改正する。 

第３条第１項中第２０号を第２９号とし、第１６号から１９号までを

９号ずつ繰り下げ、第１５号を第２４号とし、同号の前に次の６号を加

える。 

(18) 久留米市北野グラウンド 

(19) 久留米市北野テニスコート 

(20) 久留米市北野ゲートボール場 

(21) 久留米市北野筑後川グラウンド 

(22) 久留米市北野武道場 

(23) 久留米市北野体育館 

第３条第１項中第１４号を第１７号とし、第９号から第１３号までを

３号ずつ繰り下げ、第８号を第１１号とし、同号の前に次の２号を加え

る。 

(9) 久留米市山本運動広場 

(10) 久留米市東部運動公園 

第３条第１項中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の

次に次の１号を加える。 

(6) 久留米市善導寺公園相撲場  

第１２条第２項中「、別表第４及び別表第６」を「から別表第５まで」

に改め、同項中第３号を第６号とし、第２号を第５号とし、同号の前に

次の２号を加える。 

(3)  久留米市北野ゲートボール場 

(4)  久留米市北野筑後川グラウンド 

第１２条第２項中第１号を第２号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(1)  久留米市山本運動広場 

 第１６条を次のように改める。 



 

議案２３－５ 

 （使用料） 

第１６条 久留米市東部地区体育館の使用料の額は、久留米市立学校施

設使用条例（昭和４０年久留米市条例第８号）に定める屋内運動場の

使用料の額とする。 

 第２３条中「第１６条第１項」を「第１６条」に改める。 

別表第３中 

「 

使用時間 

施設の区分 

９時から１３

時まで 

１３時から

１７時まで 

１７時から

２１時まで 

久留米市荘

島体育館 

アリ

ーナ 

全面使用 ２時間につき ５１０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

 

を 

「 

施設名 区分 利用料金 

久留米市荘

島体育館 

アリ

ーナ 

全面使用 ２時間につき ５１０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

 

に、 

「 

専用使

用 

２００円 ２００円 ３００円久留米市筑

後川漕艇場 

冷暖房

設備 

研修室

（１室に

つき） １時間につき １００円 

（以後１時間を単位として同額を加算） 

久留米市西

田テニスコ 

専用使用（１面

につき） 

２時間につき ５２０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

ート 温水シャワー設

備（１機につき）

５分につき １００円 

」 

」 



 

議案２３－６ 

久留米市西

田体育館 

全面使用 ２時間につき ２６０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

 半面使用 ２時間につき １５０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

                               

を  

「 

専用使

用 

２時間につき １００円 

（以後２時間を単位として同額を加算）

久留米市筑

後川漕艇場 

冷暖房

設備 

研修室

（１室に

つき） １時間につき １００円 

（以後１時間を単位として同額を加算） 

久留米市善

導寺公園相

撲場 

専用使用 

 

１時間につき １００円 

専用使用（１面

につき） 

２時間につき ５２０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

久留米市西

田テニスコ

ート 温水シャワー設

備（１機につき）

５分につき １００円 

全面使用 ２時間につき ２６０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

久留米市西

田体育館 

半面使用 ２時間につき １５０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

全面使用 ２時間につき １，０２０円 久留米市東

部運動公園 半面使用 ２時間につき ５１０円 

       

に、 

「 

久留米市田 専用使用 ２時間につき ２００円 

」 

」 



 

議案２３－７ 

主丸体育館   

 

を  

「 

久留米市田

主丸体育館 

専用使用 ２時間につき ２００円 

全面使用 ２時間につき ４１０円 

半面使用 ２時間につき ２００円 

照明設備（全面

につき） 

３０分につき １，０２０円 

久留米市北

野グラウン

ド 

照明設備（半面

につき） 

３０分につき ５１０円 

 

１面につき １時間につき １００円 久留米市北

野テニスコ

ート 

照明設備（１面

につき） 

１時間につき ２００円 

久留米市北

野武道場 

専用使用 

 

２時間につき ４１０円 

久留米市北

野体育館 

専用使用 ２時間につき ２００円 

 

に改め、同表備考２中「特別の事情により」の次に「、久留米市東部運

動公園」を、「久留米市田主丸体育館」の次に「、久留米市北野グラウ

ンド、久留米市北野武道場、久留米市北野体育館」を加え、同表備考３

中「使用時間の区分」を「別表第１に規定する開館時間」に改め、「（使

用時間の区分により利用料金の額が異なる施設については１７時から２

１時までの欄に定められた利用料金を４で除して得た金額）」を削る。 

 別表第５を削り、別表第６を別表第５とする。 

附 則 

」 

」 



 

議案２３－８ 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に改正前の久留米市体育施設条例（以下「旧

条例」という。）の規定により市長又は教育委員会がした許可その他

の行為は、この条例による改正後の久留米市体育施設条例（以下「新

条例」という。）の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その

他の行為とみなす。 

３ この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長又は教育委員会に

対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定

管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。 

 



議案２３－資料１ 

久留米市体育施設条例（昭和４１年条例第１１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第３条 久留米市教育委員会（以下「委員会」という。）は、次に掲げ

る体育施設及び照明設備の管理を地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって

委員会が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせる。 

第３条 久留米市教育委員会（以下「委員会」という。）は、次に掲げ

る体育施設及び照明設備の管理を地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって

委員会が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせる。 

(1) 久留米市荘島体育館 (1) 久留米市荘島体育館 

(2) 久留米市野球場 (2) 久留米市野球場 

(3) 久留米市西部地区体育館 (3) 久留米市西部地区体育館 

(4) 久留米市旭町テニスコート (4) 久留米市旭町テニスコート 

(5) 久留米市筑後川漕艇場 (5) 久留米市筑後川漕艇場 

(6) 久留米市西田テニスコート (6)  久留米市善導寺公園相撲場 

(7) 久留米市西田体育館 (7)  久留米市西田テニスコート 

(8) 久留米市田主丸ソフトボール場 (8)  久留米市西田体育館 

(9) 久留米市田主丸武徳館 (9) 久留米市山本運動広場 

(10) 久留米市田主丸多目的運動室 (10)  久留米市東部運動公園 

(11) 久留米市田主丸テニスコート (11)  久留米市田主丸ソフトボール場 

(12) 久留米市田主丸多目的グラウンド (12)  久留米市田主丸武徳館 

(13) 久留米市田主丸体育館 (13)  久留米市田主丸多目的運動室 



議案２３－資料２ 

(14) 久留米市柳瀬サッカーコート (14)  久留米市田主丸テニスコート 

(15) 久留米市城島体育館 (15)  久留米市田主丸多目的グラウンド 

(16) 久留米市城島テニスコート (16)  久留米市田主丸体育館 

(17) 久留米市城島ゲートボール場 (17)  久留米市柳瀬サッカーコート  

(18) 久留米市みづま総合体育館 (18) 久留米市北野グラウンド 

(19) 久留米市三潴ゲートボール場 (19) 久留米市北野テニスコート 

(20) 前条第２項に規定する照明設備 (20) 久留米市北野ゲートボール場 
(21) 久留米市北野筑後川グラウンド 
(22) 久留米市北野武道場 
(23) 久留米市北野体育館 
(24)  久留米市城島体育館 
(25)  久留米市城島テニスコート 
(26)  久留米市城島ゲートボール場 
(27)  久留米市みづま総合体育館 
(28)  久留米市三潴ゲートボール場 
(29) 前条第２項に規定する照明設備 

（利用料金） （利用料金） 

第１２条 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。 第１２条 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。 

２ 利用料金の額は、別表第３、別表第４及び別表第６に定める額の範

囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるも

のとする。ただし、次の各号に掲げる体育施設の利用料金は、無料と

する。 

２ 利用料金の額は、別表第３から別表第５までに定める額の範囲内に

おいて、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとす

る。ただし、次の各号に掲げる体育施設の利用料金は、無料とする。 



議案２３－資料３ 

(1) 久留米市柳瀬サッカーコート (1)  久留米市山本運動広場   

(2) 久留米市城島ゲートボール場 (2) 久留米市柳瀬サッカーコート 

(3) 久留米市三潴ゲートボール場 (3) 久留米市北野ゲートボール場 
(4) 久留米市北野筑後川グラウンド 
(5)  久留米市城島ゲートボール場 
(6)  久留米市三潴ゲートボール場 
 

（使用料） （使用料） 

第１６条 指定管理施設以外の体育施設の使用料は、許可等の際別表第

５に定めるところにより徴収する。ただし、久留米市東部地区体育館

の使用料については、久留米市立学校施設使用条例（昭和４０年久留

米市条例第８号）別表中講堂の項の規定を準用する。 

第１６条 久留米市東部地区体育館の使用料の額は、久留米市立学校施

設使用条例（昭和４０年久留米市条例第８号）に定める屋内運動場の

使用料の額とする。 

２ 次の各号に掲げる体育施設の使用料は、無料とする。  

(1) 久留米市山本運動広場  

(2) 久留米市北野ゲートボール場  

(3) 久留米市北野筑後川グラウンド  

別表第３（第１２条関係） 別表第３（第１２条関係） 

（平２７条例３９・全改） （平２７条例３９・全改） 

指定管理施設利用料金（久留米市野球場及び久留米市みづま総合体

育館を除く。） 
指定管理施設利用料金（久留米市野球場及び久留米市みづま総合体

育館を除く。） 

【別記4 参照】 【別記4 参照】 



議案２３－資料４ 

備考 備考 

１ 補助競技場及びテニスコートの照明設備使用が２時間を超える

場合は、当該超える時間につき、２時間以内を単位として本表の

額を加算する。 

１ 補助競技場及びテニスコートの照明設備使用が２時間を超える

場合は、当該超える時間につき、２時間以内を単位として本表の

額を加算する。 

２ 特別の事情により、久留米市田主丸ソフトボール場、久留米市

田主丸武徳館、久留米市田主丸多目的運動室、久留米市田主丸多

目的グラウンド、久留米市田主丸体育館及び久留米市城島体育館

（個人利用を除く。）の２時間を超える場合の利用料金は、１時

間につき、この表で定める利用料金の２分の１に相当する額を加

算した額とする。ただし、１０円未満の端数が生じた場合は当該

端数は切り捨てる。 

２ 特別の事情により、久留米市東部運動公園、久留米市田主丸ソ

フトボール場、久留米市田主丸武徳館、久留米市田主丸多目的運

動室、久留米市田主丸多目的グラウンド、久留米市田主丸体育館、

久留米市北野グラウンド、久留米市北野武道場、久留米市北野体

育館及び久留米市城島体育館（個人利用を除く。）の２時間を超

える場合の利用料金は、１時間につき、この表で定める利用料金

の２分の１に相当する額を加算した額とする。ただし、１０円未

満の端数が生じた場合は当該端数は切り捨てる。 

３ 特別の事情により、使用時間の区分以外の時間に使用する場合

は、１時間を単位として、この表で定める利用料金の１時間当た

りの金額を利用料金の額（使用時間の区分により利用料金の額が

異なる施設については１７時から２１時までの欄に定められた利

用料金を４で除して得た金額）とする。ただし、１０円未満の端

数が生じた場合は当該端数は切り捨てる。 

３ 特別の事情により、別表第１に規定する開館時間以外の時間に

使用する場合は、１時間を単位として、この表で定める利用料金

の１時間当たりの金額を利用料金の額とする。ただし、１０円未

満の端数が生じた場合は当該端数は切り捨てる。 

４ 上記の金額は、消費税等額を含む。 ４ 上記の金額は、消費税等額を含む。 

別表第５（第１６条関係） 別表第５（第１６条関係） 削除 

（平２６条例１９・全改、平２６条例３１・平２６条例５０・

平２７条例３９・一部改正） 
 



議案２３－資料５ 

体育施設の使用料（指定管理施設を除く。）  

別表第６（第１６条関係） 
（平２６条例５０・全改） 

久留米市みづま総合体育館利用料金 

別表第５（第１６条関係） 
（平２６条例５０・全改） 

久留米市みづま総合体育館利用料金 



議案２３－資料6 

【別記4】 

 

現行 

使用時間

施設の区分 

９時から１３時まで １３時から１７時まで １７時から２１時まで 

全面使用 ２時間につき ５１０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

半面使用 ２時間につき ２５０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

卓球に利用する場合（競

技大会利用の場合を除

く。） 

卓球台１台につき２時間 ２００円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

アリーナ 

個人利用 ２時間につき ２００円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

卓球に利用する場合 卓球台１台につき２時間 ２００円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

個人利用 ２時間につき ２００円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

久留米市荘

島体育館 

卓球場 

卓球以外に利用する場

合（１室につき） 

２時間につき ４１０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 
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卓球に利用する場合 卓球台１台につき２時間 ２００円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

個人利用 ２時間につき ２００円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

軽運動室 

卓球以外に利用する場

合（１室につき） 

２時間につき ４１０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

個人利用 ２時間につき ２００円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

トレーニン

グ室 

回数券（２時間分の利用

券１１枚つづり） 

２，０００円 

冷暖房設備（卓球場及び軽運動室を

卓球以外で利用する場合１室につ

き） 

１時間につき １５０円 

温水シャワー設備（１機につき） ５分につき １００円 

全面使用 ２時間につき ９２０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

半面使用 ２時間につき ４６０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

久留米市西

部地区体育

館 

アリーナ 

１／４面使用 ２時間につき ２３０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 
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個人利用 ２時間につき １００円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

トレーニング室（１人につき） ２時間につき ２００円 

（以後１時間を単位として１００円を加算） 

健康体力相談室・体力測定室（１室

につき） 

２時間につき ４１０円 

（以後１時間を単位として２００円を加算） 

会議室・研修室（１室につき） ２時間につき ４１０円 

（以後１時間を単位として２００円を加算） 

温水シャワー設備（１機につき） ５分につき １００円 

冷暖房設備（健康体力相談室・体力

測定室及び会議室・研修室）（１室

につき） 

１時間につき １５０円 

久留米市旭

町テニスコ

ート 

専用使用（１面につき） ２時間につき ４１０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

専用使用 ２００円 ２００円 ３００円 久留米市筑

後川漕艇場 冷暖房設備 

研修室（１室につ

き） １時間につき １００円 

（以後１時間を単位として同額を加算） 

久留米市西

田テニスコ

専用使用（１面につき） ２時間につき ５２０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 
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ート 温水シャワー設備（１機につき） ５分につき １００円 

全面使用 ２時間につき ２６０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

久留米市西

田体育館 

半面使用 ２時間につき １５０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

全面使用 ２時間につき ４１０円 

半面使用 ２時間につき ２００円 

照明設備（全面につき） ３０分につき １，０２０円 

久留米市田

主丸ソフト

ボール場 

照明設備（半面につき） ３０分につき ５１０円 

久留米市田

主丸武徳館 

専用使用 ２時間につき ２００円 

全面使用 ２時間につき ４１０円 

半面使用 ２時間につき ２００円 

冷暖房設備 １時間につき ８２０円 

久留米市田

主丸多目的

運動室 

温水シャワー設備（１機につき） ５分につき １００円 

オムニコート（１面につき） １時間につき ２００円 

クレイコート（１面につき） １時間につき １００円 

久留米市田

主丸テニス

コート 照明設備（１面につき） １時間につき ２００円 

全面使用 ２時間につき ８２０円 久留米市田

主丸多目的 半面使用 ２時間につき ４１０円 
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グラウンド 

久留米市田

主丸体育館 

専用使用 ２時間につき ２００円 

全面使用 ２時間につき ４１０円 

半面使用 ２時間につき ２００円 

久留米市城

島体育館 

個人利用 ２時間につき ５０円 

１面につき １時間につき ２００円 久留米市城

島テニスコ

ート 

照明設備（１面につき） １時間につき ２００円 

全面使用 ２時間以内 ５，４００円 久留米市中

央公園内の

補助競技場

照明設備 

半面使用 ２時間以内 ３，２４０円 

専用使用（１面につき） ２時間以内 ８５０円 久留米市中

央公園内の

テニスコー

ト 

照明設備 

個人利用（１人につき） ２時間以内 ２００円 

中干出公園

及び大島公

専用使用 ３０分につき １，０８０円 

（以後３０分を単位として同額を加算） 
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園内の多目

的広場照明

設備 

全灯使用 ３０分につき １，０８０円 

（以後３０分を単位として同額を加算） 

西国分小学

校の運動場

照明設備 半灯使用 ３０分につき ５２０円 

（以後３０分を単位として同額を加算） 

全灯使用 ３０分につき ２，１６０円 

（以後３０分を単位として同額を加算） 

荒木中学校

の運動 

場照明設備 半灯使用 ３０分につき １，６４０円 

（以後３０分を単位として同額を加算） 

 

改正後（案） 

施設名 区分 利用料金 

全面使用 ２時間につき ５１０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

半面使用 ２時間につき ２５０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

久留米市荘

島体育館 

アリーナ 

卓球に利用する場合（競

技大会利用の場合を除

卓球台１台につき２時間 ２００円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 
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く。） 

個人利用 ２時間につき ２００円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

卓球に利用する場合 卓球台１台につき２時間 ２００円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

個人利用 ２時間につき ２００円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

卓球場 

卓球以外に利用する場

合（１室につき） 

２時間につき ４１０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

卓球に利用する場合 卓球台１台につき２時間 ２００円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

個人利用 ２時間につき ２００円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

軽運動室 

卓球以外に利用する場

合（１室につき） 

２時間につき ４１０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

個人利用 ２時間につき ２００円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

トレーニン

グ室 

回数券（２時間分の利用

券１１枚つづり） 

２，０００円 

冷暖房設備（卓球場及び軽運動室を１時間につき １５０円 
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卓球以外で利用する場合１室につ

き） 

温水シャワー設備（１機につき） ５分につき １００円 

全面使用 ２時間につき ９２０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

半面使用 ２時間につき ４６０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

１／４面使用 ２時間につき ２３０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

アリーナ 

個人利用 ２時間につき １００円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

トレーニング室（１人につき） ２時間につき ２００円 

（以後１時間を単位として１００円を加算） 

健康体力相談室・体力測定室（１室

につき） 

２時間につき ４１０円 

（以後１時間を単位として２００円を加算） 

会議室・研修室（１室につき） ２時間につき ４１０円 

（以後１時間を単位として２００円を加算） 

温水シャワー設備（１機につき） ５分につき １００円 

久留米市西

部地区体育

館 

冷暖房設備（健康体力相談室・体力

測定室及び会議室・研修室）（１室

１時間につき １５０円 
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につき） 

久留米市旭

町テニスコ

ート 

専用使用（１面につき） ２時間につき ４１０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

専用使用 ２時間につき １００円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

久留米市筑

後川漕艇場 

冷暖房設備 

研修室（１室につ

き） 

１時間につき １００円 

（以後１時間を単位として同額を加算） 

久留米市善

導寺公園相

撲場 

専用使用 １時間につき １００円 

専用使用（１面につき） ２時間につき ５２０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

久留米市西

田テニスコ

ート 温水シャワー設備（１機につき） ５分につき １００円 

全面使用 ２時間につき ２６０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

久留米市西

田体育館 

半面使用 ２時間につき １５０円 

（以後２時間を単位として同額を加算） 

久留米市東 全面使用 ２時間につき １，０２０円 
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部運動公園 半面使用 ２時間につき ５１０円 

全面使用 ２時間につき ４１０円 

半面使用 ２時間につき ２００円 

照明設備（全面につき） ３０分につき １，０２０円 

久留米市田

主丸ソフト

ボール場 

 
照明設備（半面につき） ３０分につき ５１０円 

久留米市田

主丸武徳館 

専用使用 ２時間につき ２００円 

全面使用 ２時間につき ４１０円 

半面使用 ２時間につき ２００円 

冷暖房設備 １時間につき ８２０円 

久留米市田

主丸多目的

運動室 

温水シャワー設備（１機につき） ５分につき １００円 

オムニコート（１面につき） １時間につき ２００円 

クレイコート（１面につき） １時間につき １００円 

久留米市田

主丸テニス

コート 照明設備（１面につき） １時間につき ２００円 

全面使用 ２時間につき ８２０円 久留米市田

主丸多目的

グラウンド 

半面使用 ２時間につき ４１０円 

久留米市田

主丸体育館 

専用使用 ２時間につき ２００円 
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全面使用 ２時間につき ４１０円 

半面使用 ２時間につき ２００円 

照明設備（全面につき） ３０分につき １，０２０円 

久留米市北

野グラウン

ド 

照明設備（半面につき） ３０分につき ５１０円 

１面につき １時間につき １００円 久留米市北

野テニスコ

ート 
照明設備（１面につき） １時間につき ２００円 

久留米市北

野武道場 

専用使用 ２時間につき ４１０円 

久留米市北

野体育館 

専用使用 ２時間につき ２００円 

全面使用 ２時間につき ４１０円 

半面使用 ２時間につき ２００円 

久留米市城

島体育館 

個人利用 ２時間につき ５０円 

１面につき １時間につき ２００円 久留米市城

島テニスコ

ート 

照明設備（１面につき） １時間につき ２００円 

全面使用 ２時間以内 ５，４００円 久留米市中

央公園内の

補助競技場

半面使用 ２時間以内 ３，２４０円 
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照明設備 

専用使用（１面につき） ２時間以内 ８５０円 久留米市中

央公園内の

テニスコー

ト 

照明設備 

個人利用（１人につき） ２時間以内 ２００円 

中干出公園

及び大島公

園内の多目

的広場照明

設備 

専用使用 ３０分につき １，０８０円 

（以後３０分を単位として同額を加算） 

全灯使用 ３０分につき １，０８０円 

（以後３０分を単位として同額を加算） 

西国分小学

校の運動場

照明設備 半灯使用 ３０分につき ５２０円 

（以後３０分を単位として同額を加算） 

全灯使用 ３０分につき ２，１６０円 

（以後３０分を単位として同額を加算） 

荒木中学校

の運動 

場照明設備 半灯使用 ３０分につき １，６４０円 

（以後３０分を単位として同額を加算） 
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【別記6】 

 

現行 

施設名 区分 使用料 

久留米市善導寺公園相撲場 専用使用 １時間につき １００円 

全面使用 ２時間につき１，０２０円 久留米市東部運動公園 

半面使用 ２時間につき５１０円 

全面使用 ２時間につき ４１０円 

半面使用 ２時間につき ２００円 

照明設備（全面につき） ３０分につき １，０２０円 

久留米市北野グラウンド 

照明設備（半面につき） ３０分につき ５１０円 

１面につき １時間につき １００円 久留米市北野テニスコート 

照明設備（１面につき） １時間につき ２００円 

久留米市北野武道場 専用使用 ２時間につき ４１０円 

久留米市北野体育館 専用使用 ２時間につき ２００円 

 

改正後（案） 

削除 



 

議案２４－１ 

第２４号議案  

久留米市スポーツ推進委員の委嘱について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２８年５月２３日  

教育長   堤  正則  

 

提案理由  

久 留 米 市 ス ポ ー ツ 推 進 委 員 の 辞 任 の た め 、 そ の 後 任 委 員 を 委 嘱 し よ

うとするものである。  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



議案２４－２ 

久留米市スポーツ推進委員の委嘱について  

 

 

スポーツ基本法第３２条第１項の規定により、下記の者を久留米市

スポーツ推進委員に委嘱する。  

 

 

記  

 

校   区  氏   名   任   期  

南薫校区  小川  直樹  
平成 28 年 6 月 1 日～  

平成 30 年 3 月 31 日  

 

 



議案２４－資料１ 

久留米市スポーツ推進委員の辞任及び委嘱について 
■辞任 

校区・地域 氏 名 年齢／性別 経年 辞職理由 

南薫校区 河野 文紀 (ｶﾜﾉ ﾌﾐﾉﾘ) 53／男 2 一身上の都合 

 
 
 
■委嘱（平成２８年６月１日付） 

校区・地域 氏 名 年齢／性別 推薦理由 

南薫校区 小川 直樹 (ｵｶﾞﾜ ﾅｵｷ) 41／男 

現在校区の体育委員（庶務）として活

躍。協調性にも優れ、周りとの調整役

として積極的に活動している。 
校区のスポーツ推進に、熱意をもって

活動している。 
 
 
■久留米市スポーツ推進委員の構成（6/1 現在） 

○定数１１３人中１１１名。（欠員：２名） 

  ※日吉校区１名、津福校区１名の計２名が欠員。 

   欠員については、校区に推薦を依頼しており、校区内で調整中とのこと。 

 

○１１１名中 女性スポーツ推進委員数 ３９名  女性委員登用率 約３５％ 

 

○年齢は、３２歳から７８歳と幅広く、平均年齢は５４．６歳。 

 

     ３０歳代：６名   ４０歳代：２９名  

     ５０歳代：３２名  ６０歳代：４２名   ７０歳代：２名 

 

○経験年数の平均は約９年。 （最長は４９年）     
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○スポーツ基本法 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
（スポーツ推進委員） 
第三十二条 市町村の教育委員会（特定地方公共団体にあっては、その長）は、当該市町

村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに

関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有

する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。 

２ スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則

（特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則）の定めるところにより、スポーツ

の推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その

他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。 

３ スポーツ推進委員は、非常勤とする。 

 
 
○久留米市スポーツ推進委員に関する規則 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
（職務） 
第２条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの振興に関し、その分担する地域及び事項に

ついて次の職務を行う。 
（１）市民一般に対しスポーツについての理解を深め、その振興のための指導助言を行うこ

と。 
（２）市民のスポーツ活動の促進のための育成を図ること。 
（３）学校、公民館等の教育機関、その他の行政機関の行うスポーツ行事又は事業に対し協

力すること。 
（４）スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に対し、求めに応じ

協力すること。 
（５）スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。 

 ２ 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域の指定その他職務に関し必要な事

項は教育長が定める。 
（定数） 
第３条 スポーツ推進委員の定数は、１１３人以内とする。 
（任期） 
第４条 スポーツ推進委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残 

任期間とする。 
２ スポーツ推進委員は、再任されることができる。 

 



議案２５－１ 

第２５号議案  

久留米市立小中学校通学区域審議会委員の任命又は委嘱  

について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２８年５月２３日  

教育長   堤   正則  

 

提案理由  

 久 留 米 市 立 小 中 学 校 通 学 区 域 審 議 会 委 員 の 辞 任 に 伴 い ､後 任 の 委員

を任命又は委嘱しようとするものである。  



久留米市立小中学校通学区域審議会委員の任命又は委嘱について

　久留米市立小中学校通学区域審議会規則第4条の規定により､下記の者を久留米市立小中学校通学区域

審議会委員に任命又は委嘱する。

区　　　　分 氏　　　　名 所　　　　　　　属 任　　　　期

こが　　　　ひでみ

知 識 経 験 者 古賀　秀心

くしだ　　　りゅういちろう

市立小中学校の父母教師会
の役員

櫛田　隆一郎
 平成28年

にしだ　　　あや

〃 西田　文 　6月1日から

おおくぼ　　　みか

市 立 小 中 学 校 の 校 長 大久保　美加 久留米市立下田小学校
 平成28年

あなみ　　　れいこ

〃 穴見　玲子 久留米市立久留米特別支援学校   11月30日まで

あらまき　　たつや

〃 荒巻　達也

きたじま　　まゆみ

市 立 小 中 学 校 の 教 職 員 北島　真弓 久留米市立上津小学校

記

久留米市立城南中学校

久留米市校区まちづくり連絡協議会

久留米市立大城小学校父母教師会

久留米市立牟田山中学校父母教師会

議案２５－２



久留米市立小中学校通学区域審議会委員新旧対照表

　　　　　○は新委員

所属 所属

知識経験者 早田
そ う だ

　耕一郎
こ う い ち ろ う

久留米市議会 早田
そ う だ

　耕一郎
こ う い ち ろ う

久留米市議会

〃 秋永
あ き な が

　峰子
み ね こ

〃 秋永
あ き な が

　峰子
み ね こ

〃

〃 田中
た な か

　貴子
た か こ

〃 田中
た な か

　貴子
た か こ

〃

〃 田住
た ず み

　和也
か ず や

〃 田住
た ず み

　和也
か ず や

〃

〃 森﨑
も り さ き

　巨樹
ま さ き

〃 森﨑
も り さ き

　巨樹
ま さ き

〃

〃 松浦
ま つ う ら

　忍
しのぶ 久留米男女共同参画推

進ネットワーク 松浦
ま つ う ら

　忍
しのぶ 久留米男女共同参画推進

ネットワーク

〃 吉田
よ し だ

　輝
て る

彰
あ き 久留米市校区まちづく

り連絡協議会
○ 古賀

こ が

　秀
ひで

心
み 久留米市校区まちづくり

連絡協議会

市立小中学
校の父母教
師会の役員

酒見
さ け み

　光一
こ う い ち 久留米市立金島小学校

父母教師会
○ 櫛田

く し だ

　隆一郎
り ゅ ういちろう 久留米市立大城小学校父

母教師会

〃 川津
か わ づ

　麻里
ま り 久留米市立櫛原中学校

父母教師会
○ 西田

に し だ

　文
あ や 久留米市立牟田山中学校

父母教師会

市立小中学
校の校長 堀

ほ り

　民子
た み こ

久留米市立荘島小学校 ○ 大久保
お お く ぼ

　美加
み か

久留米市立下田小学校

〃 市丸
い ち ま る

　祥子
し ょ う こ

久留米市立竹野小学校 ○ 穴見
あ な み

　玲
れい

子
こ 久留米市立久留米特別支

援学校

〃 権藤
ご ん ど う

　博文
ひろふみ

久留米市立諏訪中学校 ○ 荒巻
あ ら ま き

　達也
た つ や

久留米市立城南中学校

市立小中学
校の教職員 神代

く ま し ろ

　睦子
む つ こ

久留米市立江南中学校 ○ 北島
き た じ ま

　真弓
ま ゆ み

久留米市立上津小学校

市の職員 長嶋
な が し ま

　正明
ま さ あ き

協働推進部 長嶋
な が し ま

　正明
ま さ あ き

協働推進部

〃 小林
こ ば や し

　文子
あ や こ

〃 小林
こ ば や し

　文子
あ や こ

〃

15人/委員数 15人/委員数

[委員任期]　
平成26年12月1日から平成28年11月30日（2年間）
新委員（○）の任期は平成28年6月1日から平成28年11月30日(前任者の残任期間)

区分
新　名　簿旧　名　簿

氏名氏名

議案２５－資料１



 



議案２６－１ 

第２６号議案  

久留米市教育集会所運営審議会委員の委嘱について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２８年５月２３日  

教育長  堤  正 則  

 

提案理由  

久留米市教育集会所運営審議会委員の２名から辞任届の提出があったので、

その委員の後任委員について委嘱しようとするものである。  

 

  



議案２７－１ 

第２７号議案  

久留米市立学校結核対策委員会委員の任命又は委嘱について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２８年５月２３日  

教育長   堤  正則  

 

提案理由  

 久留米市立学校結核対策委員会委員の任期満了に伴い、後任の委員

を任命又は委嘱しようとするものである。  

 



議案２７－２ 

久留米市立学校結核対策委員会委員の任命又は委嘱について 

 

 

久留米市立学校結核対策委員会規則第３条第３項により、下記の者を久留米市立学

校結核対策委員会委員に任命又は委嘱する。 

 

 

 

記 

 

区  分 氏  名 所  属 任  期 

井上
いのうえ

 治
おさむ

 小児科井上医院 (1)久留米医師会の推薦

する医師 津村
つ む ら

 直幹
な お き

 医療法人つむら診療所 

(2)久留米市保健所長 内藤
ないとう

 美智子
み ち こ

 久留米市保健所 

住田
す み た

 信也
し ん や

 医療法人すみたクリニック (3)久留米市保健所長の

推薦する医師 
川山
かわやま

 智隆
ともたか

 久留米大学病院 

原田
は ら だ

 恭子
きょうこ

 高良内小学校 

松尾
ま つ お

 佳代子
か よ こ

 高良内小学校 

(4)市立学校の校長及び

養護教諭の代表者 

岸
きし

 亜紀
あ き

 屏水中学校 

(5)市職員 刈茅
かるかや

 洋子
よ う こ

 教育部学校保健課 

平成 28 年５月 29 日～ 

平成 29 年５月 28 日 

 

 

 



議案２７－資料１ 

久留米市結核対策委員会委員新旧名簿 

 

 旧 名 簿  新 名 簿 
区  分 

氏  名 所  属 氏   名 所  属 

井上
いのうえ

 治
おさむ

 小児科井上医院 井上
いのうえ

 治
おさむ

 小児科井上医院 (1)久留米医師

会の推薦する

医師 津村
つ む ら

 直幹
な お き

 医療法人つむら診療所 津村
つ む ら

 直幹
な お き

 医療法人つむら診療所 

(2)久留米市保

健所長 
星子
ほ し こ

 美智子
み ち こ

 久留米市保健所 内藤
ないとう

 美智子
み ち こ

 久留米市保健所 

宮川
みやかわ

 洋介
ようすけ

 古賀病院２１ ※住田
す み た

 信也
し ん や

 医療法人すみたクリニック (3)久留米市保

健所長の推薦

する医師 川山
かわやま

 智隆
ともたか

 久留米大学病院 川山
かわやま

 智隆
ともたか

 久留米大学病院 

大久保
お お く ぼ

 美加
み か

 下田小学校 ※原田
は ら だ

 恭子
きょうこ

 高良内小学校 

佐藤
さ と う

 利恵
り え

 荘島小学校 ※松尾
ま つ お

 佳代子
か よ こ

 高良内小学校 

(4)市立学校の

校長及び養護

教諭の代表者 

池田
い け だ

 聡美
さ と み

 田主丸中学校 ※岸
きし

 亜紀
あ き

 屏水中学校 

(5)市職員 國
くに

武
たけ

 里美
さ と み

 教育部学校保健課 ※刈茅
かるかや

 洋子
よ う こ

 教育部学校保健課 

 

※は、新任委員 

任期 平成２８年 ５月２９日～平成２９年 ５月２８日 



議案２７－資料２ 

○ 久 留 米 市 立 学 校 結 核 対 策 委 員 会 規 則  
平 成 1 7 年 2 月 4 日  

久 留 米 市 教 育 委 員 会 規 則 第 2 4 号  
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

(組 織 )  
第 3 条  委 員 会 は 、 委 員 1 0 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。  
2  委 員 会 に 、 結 核 対 策 に 関 し 専 門 的 事 項 を 検 討 さ せ 、 又 は 審 議 さ せ る た め 必 要

が あ る と き は 、 専 門 部 会 を 置 く こ と が で き る 。  
3  委 員 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の の う ち か ら 教 育 委 員 会 が 任 命 し 、 又 は 委 嘱 す

る 。  
( 1 )  久 留 米 医 師 会 の 推 薦 す る 医 師  3 人  
( 2 )  久 留 米 市 保 健 所 長  
( 3 )  久 留 米 市 保 健 所 長 の 推 薦 す る 医 師  2 人  
( 4 )  市 立 学 校 の 校 長 及 び 養 護 教 諭 の 代 表 者  3 人  
( 5 )  市 職 員  1 人  
(任 期 )  

第 4 条  前 条 の 委 員 の 任 期 は 、 1 年 と す る 。 た だ し 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。  
2  委 員 が 欠 け た 場 合 に お け る 補 欠 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  



H28.4.13からH28.5.15  受付分まで

№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

1 平成２８年７月９日（土）
田本春香・宮田玲子リサイ
タル

インガットホール活用
実行委員会

久留米市城島総合
文化センター

後援
城島総合
支所文化
スポーツ課

2 平成２８年８月２８日（土）
Ｊ－ＦＥＳ　第5回城島音楽
祭

インガットホール活用
実行委員会

久留米市城島総合
文化センター

後援
城島総合
支所文化
スポーツ課

3 平成28年毎月1回金曜日
久留米友の会（みどりごの
会）

久留米友の会 久留米友の家 後援
生涯学習推
進課

4 平成28年毎月第3土曜日
久留米友の会（子ども生活
塾）

久留米友の会 久留米友の家 後援
生涯学習推
進課

5 平成28年4月18日 伝統文化囲碁親子教室
NPO法人囲碁将棋育
成会

ケアハウスコスモス
21（ツジ胃腸内科医
院１F地域交流セン
ター）

後援★
生涯学習推
進課

6

平成28年4月24日（日）、5
月5日（木）、7月18日
（月）、9月22日（木）、12
月25日（日）、平成29年2
月5日（日）

アドベンチャープレーパーク
ちくご

一般社団法人ウェル
ネスJAPAN

九州大谷短期大学
大谷講堂前敷地

後援
生涯学習推
進課

7
平成28年4月29日（金・
祝）

オール久留米で盛り上げ隊
くるめ楽衆国まつり

久留米商工会議所
オール久留米で盛り
上げ隊実行委員会

明治通り、ほとめき通
り、久留米シティプラ
ザ六角堂広場、西鉄
久留米駅東口広場

後援
生涯学習推
進課

8 平成28年5月8日（日）
第39期西日本久留米王位
戦

西日本新聞イベント
サービス

高牟礼会館 後援
生涯学習推
進課

9 平成28年5月22日（日）
筑後川－竹・筏・夢プロジェ
クト

筑後川－竹・筏・夢プ
ロジェクト実行委員会

くるめウス前河川敷 後援
生涯学習推
進課

10

①平成28年5月23日（月）
～6月27日（月）の毎週月
曜日、②平成28年5月26
日（木）～6月30日（木）の
毎週木曜日、③平成28年
5月27日（金）～7月1日
（金）の毎週金曜日

初心者向き健康ボウリング
教室

福岡県ボウリング連
盟

ユーズボウル久留米 後援
生涯学習推
進課

11 平成28年5月27日（金） トークライブと朗読劇公演 劇団PROJECTぴあ えーるピア久留米 後援
生涯学習推
進課

12 平成28日5月28日（土）
障害者差別解消法を知るシ
ンポジウム「学ぶ・働く・楽し
く生きる」

障害者差別解消法を
知るシンポジウム実
行委員会

えーるピア久留米 後援★
生涯学習推
進課

13 平成28年5月29日（日）
第132回　久留米市民ハイ
キング

久留米山岳会 湧蓋山 後援
生涯学習推
進課

教育委員会後援事業等に関する報告

報告１－1



№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

14 平成28年5月29日（日） 第52回　久留米短歌大会 久留米連合文化会
久留米シティプラザ
久留米座

後援
生涯学習推
進課

15
平成28年6月4日（土）、8
月26日（金）、12月（日付
未定）

医療法人聖ルチア会　聖ル
チア病院ボランティア養成
講座

医療法人聖ルチア会
聖ルチア病院

聖ルチア病院 後援
生涯学習推
進課

16 平成28年6月12日（日）
福岡県合唱連盟福岡支部
70周年（第71回）合唱祭

福岡県合唱連盟福岡
支部

石橋文化ホール 後援
生涯学習推
進課

17 平成28年6月19日（日）
第3回　童謡・唱歌をみんな
で歌う会

混声合唱赤とんぼの
会

えーるピア久留米視
聴覚ホール

後援
生涯学習推
進課

18
平成28年6月23日（木）～
7月3日（日）

久留米大学学術文化発表
週間C∞SHOCK「咲かせ！
私たちの文化の花」

久留米大学学術文化
発表週間C∞SHOCK

久留米大学御井学
舎、石橋文化セン
ター

後援
生涯学習推
進課

19 平成28年7月2日（土） 中国映画会
久留米市日中友好協
会

えーるピア久留米　視
聴覚ホール

後援
生涯学習推
進課

20
平成28年7月3日（日）、8
月12日（金）～14日（日）、
9月25日（日）

夏休みキャンプ２０１６
一般社団法人ウェル
ネスJAPAN

サザンクス筑後、夜
須高原少年自然の家

後援
生涯学習推
進課

21 平成28年7月17日（日）
第８回ＪＤカンパニーダンス
発表会２０周年記念公演

ジャズダンススタジオ
ＪＤカンパニー

久留米市民会館大
ホール

後援
生涯学習推
進課

22 平成28年7月24日（日） 夏休みおやこ人形劇場
特定非営利活動法人
舞台アート工房・劇列
車

石橋文化センター石
橋文化会館小ホール

後援
生涯学習推
進課

23 平成28年8月28日（日）
市長杯争奪久留米青少年
囲碁将棋大会

日本棋院久留米中央
支部囲碁センター碁
楽

久留米市役所２Ｆくる
みホール

後援
生涯学習推
進課

24
平成28年9月4日（日）、9
月18日（日）、9月22日
（木）

石橋文化センター開園60周
年記念事業　くるめ音楽祭

公益財団法人久留米
文化振興会

石橋文化ホール、文
化センター共同ホー
ル

後援
生涯学習推
進課

25 平成28年9月25日（日）
20年の歩みとこれからの
KOVCの活動と「ルンタ」上
映会

特定非営利活動法人
久留米地球市民ボラ
ンティアの会

えーるピア久留米 後援
生涯学習推
進課

26 平成28年11月6日（日） 久留米ジュニア文芸大会 久留米連合文化会 久留米シティプラザ 後援
生涯学習推
進課

27 平成28年12月11日(日)

久留米シティプラザ　オープ
ニングシリーズ「晴れ舞
台！」４４　久留米音協合唱
団第47回定期演奏会

久留米音協合唱団
久留米シティプラザ
ザ･グランドホール

後援
生涯学習推
進課

報告１－2



報告２－１ 

 
平成 28 年熊本地震における被災地域の児童生徒等への対応について 

 
 熊本地震により被災した児童生徒の就学の機会を確保し、安全に安心して学習できる

環境を提供するため、久留米市へ避難された児童生徒に対し市立小・中・特別支援学校

への転入学について支援を行いながら受入れを行っている。 
 
１．児童生徒の受入れ状況 

（１）受入れ数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（２）受入れピーク時（5月 6日）の状況   

   受入れ前の居住市町村は、熊本市内（24 名）、合志市（4 名）、益城町（3 名）で

あり、学校種別受入れ人数は下記のとおりである。 
                 （人） 

特別支援学校  
小学校 中学校 

小学部 中学部 高等部 
合計 

 

児童生徒数 ２８ ２ ０ ０ １ ３１ 

   
 
２．児童生徒受入れ時の対応について 

    被災した児童生徒の市立学校への転入学の希望に対し、住民票の異動が出来ない場

合でも弾力的に取扱い、速やかに受入れを行った。受入れ後は久留米市で使用してい

る教科書を無償給与するとともに、学校生活に必要な制服・体操服や学用品等を各学

校において可能な限り準備するなど配慮を行った。 

  さらに、転入学した児童生徒及び保護者の不安や悩みに対し、スクールカウンセラ

ーやスクールソーシャルワーカーによるカウンセリング等の支援体制を整えている。 

教 育 委 員 会 定 例 会 資 料 
平 成 2 8 年 5 月 2 3 日 
教育部 学校教育課・学校保健課 
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報告２－２ 

 

３．転入学した児童生徒及び保護者への支援について 

 

 

１．市立高等学校入学考査料・入学料・授業料の減免 

対 象 者 久留米市立高等学校への入学を志願する者又は入学を許可された者の

うち、天災その他不慮の災害により学資の負担に堪えられなくなった

者の子及び弟妹 

内 容 市立高等学校入学考査料（2,100 円）、入学料（5,550 円）、授業料（月

額 9,900 円）の全額免除 

根拠条例等 ・久留米市立高等学校条例 

・久留米市立高等学校授業料等減免規則 

 

２．被災生徒支援金（奨学金） 

対 象 者 次の条件を全て満たす高校生等 

・生徒の親権者又は未成年後見人が、熊本地震による災害救助法の適用

を受けた地域（熊本県全域）に居住し、被災したこと 

・被災時に高校生等（１～３年）であること 

・申請時に、生徒を現に監護する者が久留米市に居住していること 

 （生徒が単身で久留米市に居住している場合を含む） 

内 容 公立高校生等に月額 5,000 円、私立高校生等に月額 7,000 円を支給 

根 拠 条 例 等 ・平成 28年熊本地震にかかる被災生徒支援金交付要綱 

・文部科学省初等中等教育局長通知「平成 28 年（2016 年）熊本地震に

おける被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について」 

 

３．就学援助 

対 象 者 熊本地震により災害救助法の適用を受けた地域（熊本県全域）から久留

米市内公立小中学校に転入した児童の保護者で、下記のいずれかに該当

する者 

・居住家屋の全半壊等の被害を受けた者 

・地震が原因で離職したなど、今後、収入が不安定になると思われる者 

内 容 学用品、学校給食費、修学旅行費、校外活動費、医療費の実費又は基準

額を援助 

根拠条例等 ・久留米市就学援助要綱 

・文部科学省初等中等教育局長通知「平成 28 年（2016 年）熊本地震に

おける被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について」 

 



報告３－１ 

平成２８年熊本地震による指定文化財等の被害状況について 

１  概要 

    平成２８年熊本地震による市内の指定文化財等の被害状況について報告するもの。 
 

２  被害状況 

・総数１２件（平成２８年５月２３日現在） 

  国指定 国登録 県指定 市指定 合 計 

被害確認件数 0 2 5 5 12 

（参考）指定文化財等件数 34 5 43 103 185 

・指定文化財等の被害状況一覧 

  指定区分 文化財名称 所在地 内    容 
１ 有形文化財 

（建造物） 

草野歴史資料館 
（旧草野銀行本店） 

草野町 
・玄関の瓦が落下 
・壁にクラック 

２ 

国

登

録 有形文化財 
（建造物） 

山
や ま

辺
べ の

道
み ち

文化館 
（旧中野病院診療棟） 

草野町 ・屋内壁にクラック 

３ 有形文化財 
（建造物） 

高良山御手洗
み た ら い

橋 御井町 ・欄干
らんかん

接合部のモルタル割れ 

４ 有形文化財 
（建造物） 

上野家住宅御成間
おなりのま

 山本町 ・床の間の内壁にクラック 

５ 有形文化財 
（建造物） 

久留米藩有馬家霊屋
た ま や

 
京町 
（梅林寺） 

・瓊
けい

林院
りんいん

霊屋内宮殿
くうでん

の垂木
た る き

及

び野地板
の じ い た

一部脱落 

６ 有形文化財 
（彫刻） 

木造
もくぞう

神子
し ん し

栄
えい

尊
そん

坐像
ざ ぞ う

 
大善寺町 
（朝日寺） 

・左肩部分が破損 

７ 

県

指

定 

有形文化財 
（考古資料） 

法林寺宝篋印塔
ほうりんじほうきょういんとう

 城島町 ・相
そう

輪
りん

部分が崩落 

８ 有形文化財 
（建造物） 

大善寺旧庫裡
く り

 大善寺町 
・外壁漆喰にクラック 
・内壁が剥落 

９ 有形文化財 
（建造物） 

城島天満宮の石造
せきぞう

鳥居
と り い

 城島町 ・笠木
か さ ぎ

の継ぎ目がずれている 

10 有形文化財 
（建造物） 

石垣神社の石造鳥居 田主丸町 ・笠木の端が下がっている 

11 有形文化財 
（建造物） 

大善寺玉垂宮の石造鳥居 大善寺町 ・柱の継ぎ目がずれている 

12 

市

指

定 

有形文化財 
（彫刻） 

木造聖
しょう

観
か ん

音
の ん

立
りゅう

像
ぞ う

 
木造不

ふ

空
く う

羂
け ん

索
じゃく

観音立像 
木造十一面観音立像 

大善寺町 
（朝日寺） 

・観音堂屋根瓦落下 
・壁破損 
・不空羂索観音立像台座破損 

※ 被害金額については現在調査中 

 

３  今後の予定 

・修復の必要性や経費についての調査及び、所有者との協議をすすめ、修復が必要な場合は技術指

導の実施及び補助事業の検討を行う。 

教 育 委 員 会 資 料 
平 成 ２ ８ 年 ５ 月 ２ ３ 日 
市 民 文 化 部 文 化 財 保 護 課 



報告４－１ 

中央図書館の臨時休館について 

１  概要 

    中央図書館の全館停電に伴い、平成２８年４月２６日（火）終日臨時休館したもの。 
２  経過 

日  付 時  刻 内    容 
１９：００頃 ・男女平等推進センター図書情報ステーションの業務端末に異常発生、

連絡を受けた図書館職員がシステム委託業者に確認要請 
２０：００頃 ・異常の原因が、中央図書館内のシステムサーバーの電源切断にある

ことを確認、中央図書館が全館停電状態にあることが判明 
２２：３０～ 
２３：００頃 

・都市建設部設備課と協議し、電気保安業者らと連絡を取り状況確認 
・停電の直接的な原因が九州電力と中央図書館をケーブルでつなぐブ

レーカーの停止であり、中央図書館内に給電するケーブルの損傷に

起因するものと判断。翌日のケーブル交換作業を協議して手配 

４月２５日 
（月） 

２３：３０ ・復旧作業に要する時間から、中央図書館の臨時休館を判断 
８：３０～ 

１８：００頃 
・都市建設部設備課立会の下、電気保安業者らによるケーブルの現状

確認。午後、交換用ケーブル到着後、直ちに交換作業に着手 
９：００～ 

１０：００頃 
・六ツ門館や各地域館、関係図書施設など市内９か所へ臨時休館を通

知するとともに、緊急用の「オフライン貸出」を行うよう周知 
・中央図書館の臨時休館、六ツ門館など各施設の通常通り開館と利用、

インターネット蔵書検索や予約など一部サービスが提供できない旨

を市ホームページ掲載 
１９：００頃 ・ケーブル交換終了、電気保安業者らによる確認作業開始 
２０：０５ ・確認終了とともに、通電 
２０：１５ ・通電後の状況を確認し、館内各設備が正常に機能していることから、

電気管理技術者が復電を報告 
・直ちに、システム委託業者による図書館システム復旧作業開始 

４月２６日 
（火） 

２３：１４ ・図書館システム復旧完了 
８：００ ・職員が早出出勤し、返却本などのデータ読込作業を開始 ４月２７日 

（水） １０：００ ・中央図書館など１０施設が通常通り開館。通常通りのサービス提供 
３  停電の直接原因 

    九州電力と図書館内をケーブルでつなぐブレーカーの緊急停止、中央図書館内のケーブルの損傷

に起因する漏電によるもの。詳細は調査中。 
４  市民等への広報 

・市ホームページや市フェイスブックへの掲載、ドリームス FM での放送 

・市政記者クラブ各社への情報提供 

５  利用者への影響 

・中央図書館来館者（２２０人程度）には、正面玄関前で職員が応対し、丁寧に状況を説明すると

ともに、六ツ門館・北野館などの比較的近い施設を案内。返却本は受け取り。 
・六ツ門館や各地域館、関係図書施設などでは大きなトラブルなし。 

６  今後の予定 

・電気保安業者から報告書を受領し原因を特定、都市建設部設備課と協議して今後の対策を検討 

教育委員会資料 
平成２８年２月２３日 
市民文化部中央図書館 






